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東京都図書館協会（ＴＬＡ）令和７年度講演会講演録 

テーマ：「会計年度任用職員制度について―図書館関係職員を中心として―」 
講師：上林陽治氏（立教大学コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科特任教授） 

 
令和7年8月29日（金）東京都立中央図書館において開催された当協会講演会を再構成してまとめたものです。 
挿入スライドは、配布資料として別途ＨＰで公開しています（令和8年3月25日現在）。詳しくはそちらをご覧ください。 
 
 

立教大学コミュニティ福祉学部の上林と申し

ます。よろしくお願いします。 

 タイトルは、「会計年度任用職員制度について」

で、図書館関係職員を中心にお話しさせていた

だきます。 

 まず最初に、今年の３月に私のゼミナールの

学生が執筆者となって『大学生が伝えたい非正

規公務員の真実』という本を出版しました。５

人の大学生に書いていただいて、その中の１人

は、図書館の非正規公務員について執筆してい

ます。 

 3,000 部刷ったのですが、出版社の明石書店

から 5 か月で 1,800 冊も出ていると聞き、カー

リルを見ると公共図書館と大学図書館でも 850

冊ぐらい購入されていて、驚きました。 

 

 では、自己紹介をします。私は 1960 年生ま

れ、東京の深川で育ちました。國學院大學経済

学研究科で修士課程を修了しています。修士論

文は「ケニア マウマウの反乱の経済的分析」

と題して、独立運動を経済的視点から分析した

ものです。 

 1980 年代に、反アパルトヘイトの市民運動に

関わっていまして、写真は私の自慢の１枚です。

ネルソン・マンデラ氏が真ん中にいて、右側に

いるのが私です。左側に立っている女性は松島

多恵子さんといって、この人の息子さんがラグ

ビージャパンの松島幸太朗さんです。彼女と私

の２人で、せめて私たちの子どもの時代にはア

パルトヘイトはなくしておこうねということを

話をしていました。 

 結果として、アパルトヘイトはなくなったん

です。そうすると、幸太朗君のように、南アフ

リカに渡って自由に活動ができるような、能力

を発揮できるような子が現れたり、右下は私の

息子なんですけども、アフリカ史を勉強してい

て、今、神戸の甲南大学で教員をやっています。

つまり、何らかの束縛や抑圧から解放された途

端に、特に若い人たちは自分の能力を十分に発

揮していく。彼女と私の２人の若いときの約束

事で、そういった世界をつくる一助になったこ

とは、私にとっても自慢の１つでもあります。 
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 本題に入ります。会計年度任用職員とは一体

何かというところからお話しします。まず最初

にお断りをしておきたいのですが、実は、会計

年度任用職員制度のことを語ること自身が、結

構ハレーションを起こしたりするんです。ＮＨ

Ｋのラジオに出演したことがあるのですが、そ

のときに、アナウンサーの方から、非正規公務

員問題というのは一体何なんですかと問われま

した。そのときに私が答えたのは、言葉が天か

ら降りてきたんですけども、「不都合な真実です」

と申し上げました。 

 不都合というのはどういう意味でしょうか。

みんな非正規公務員というのがいるのは知って

いる。正規公務員との間の格差が生じていると

いうことも、みんな知っている。でも、どうに

もできない。できれば触れてほしくないという

意味での不都合な真実。行政の側にとっても、

それから、残念ながら労働組合の人たちにとっ

ても、非正規公務員問題というのは実は触れて

ほしくない問題なんです。目の前にいる非常勤

職員や臨時職員として働いている人の賃金が、

自分が得ている賃金の３分の１かもしれない。

それで同じ仕事をしているかもしれない。そう

いう存在が目の前にいることは、できれば目を

そらしたい真実、事実と思われているんです。 

 これが、会計年度任用職員制度というか、非

正規公務員制度を語る上で、語り方を難しくし

ている原因だと思っています。 

そうは言っても、一体これは何かということ

は解き明かしていかなければいけません。 

  

まず、会計年度任用職員制度とは何かですが、

2020 年に施行した改正地方公務員法の第 22 条

の２第１項に規定する、非常勤の職に従事する

非正規公務員と位置づけられています。任期は

１年です。不思議なことがあって、非常勤職員

なんだけれども、勤務形態はフルタイムという

人たちが法的に位置づけられているんです。あ

とはパートの人たちです。真中下に出ている円

グラフを見ていただくと、パートタイムが９割、

フルタイムが１割です。 

 もう一つの特徴は会計年度任用職員の性別割

合で、女性が４分の３を占めています。 

パートとフルタイムの会計年度任用職員でど

こが違うのでしょうか。パートであると、給与

でなく報酬と費用弁償－これは通勤費が該当し

ます－、それから期末手当と、最近、勤勉手当

も出せるようになりました。フルタイムだと、

給料、全ての諸手当と退職手当が支給されます。 

会計年度任用職員制度ができた理由ですが、従

前は特別職、一般職、臨時職員というように、

かなり乱暴に位置づけられて運用されてきたも

のを、会計年度任用職員という形に統一したと

いうのが、この法改正の趣旨です。ですから、

処遇改善を進めるために会計年度任用職員制度

を入れたというようなことでは、残念ながらな

いんです。法改正前からパートであれば諸手当

は出せなかった、フルタイムだったら全て出せ

たという制度がそのまま横滑りになってきてい

るわけです。 

あえて言えば、会計年度任用職員制度を法定

した趣旨は、会計年度任用職員という非常勤職
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員の制度を地方公務員法の中に位置づけたとい

う、この１点になります。重要なのは、非常勤

職に就いている人を「会計年度任用職員」と名

付けたことなんです。 

 2020 年施行の改正地方公務員法第 22 条の２

では、会計年度任用職員に関する規定を置いて

いるのですが、その条文を読むと、「４月１日か

ら翌年３月 31 日までの一会計年度を超えない

範囲内で置かれる非常勤の職を占める職員」な

んです。非常勤の勤務形態の人を会計年度任用

職員と言っているのではなくて、常勤の職と非

常勤の職というのがあって、非常勤の職に就い

ているのが会計年度任用職員というように、法

律の構成はなっています。 

 つまり、一会計年度の期間を限度とする有期

雇用で、「非常勤の職」を占める職員が会計年度

任用職員なんです。 

では、「非常勤の職」とは何か。「非常勤の職」

の非常勤というのは、勤務形態の非常勤ではな

くて、常勤の職ではないのを「非常勤の職」と

言います。 

では、「常勤の職」というのは一体何か。これ

は１年を超えて継続して設置されている職、こ

れが「常勤の職」です。この「常勤の職」に配

置されているのが常勤の職員です。 

 例えば、正規の職員、フルタイムの再任用職

員、フルタイムの任期付が配置され、１年以上

設置されている職が「常勤の職」ですが、この

「常勤の職」に配置されている勤務時間の短い

職員というのもいます。短時間勤務職員と言わ

れて分類するものです。この短時間勤務職員は、

あくまでも「常勤の職」に配置されていますの

で、会計年度任用職員ではありません。勤務時

間が短いのに、会計年度任用職員とは位置づけ

られないんです。 

 「常勤の職」「非常勤の職」という区分方法が

混乱をもたらしているんだろうなと、私は考え

ています。例えば、１年を超えて設置されてい

る保育の職の中に、正規の保育士さんと非正規

の保育士さんがいるんです。これは説明できな

いんです。でも、同じ仕事をしているのに、正

規の保育士、つまり「常勤の職」を占める正規

の保育士と、「常勤の職」なのに、そこを占める

非正規の保育士がいるということは本当に説明

できないです。 

 会計年度任用職員制度を理解するためには、

実を言うと地方公務員法をいくら見ても、何も

分かりません。なぜならば、地方公務員の根拠

規定というのは、地方公務員法にあるのではな

くて、地方自治法にあるからなんです。 

正規と非正規と私は表現するんですけども、

この根本にあるのは地方自治法です。とりわけ

地方自治法第 172 条３項に、「職員の定数は、条

例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の

職については、この限りではない」と記されて

います。 

 そうすると、定数に入る職員と、定数の外に

いる職員というように、２つに分類できるんだ

ということが、ここから分かってきます。地方

公務員には２種類あって、定数内の職員と定数
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外の職員というのがいるんだと。 

では、定数内職員と定数外職員というのは、

どのように切り分けられているのか、何をした

ら定数の中に入ってくるのかなんですけども、

まず、定数内の職員というのは、任期が無期で

す。例えば、22 歳で大学を卒業して、役所に入

ってきて、定年が今 61 歳か 62 歳ぐらいだと思

うんですけども、39 年とか 40 年、その自治体

に勤務するわけです。一方、地方自治体の予算

は、会計年度単年度主義というのが原則です。

無期雇用で 40 年間自治体に勤務するというこ

とは、会計年度単年度主義の原則を超えて、⾧

期にわたって財政を拘束するということになり

ます。そうすると、１年ごとの予算管理だけで

は不足しているので、そこでつくられたのがこ

の定数という考え方のようです。常勤の職員=

定数内職員は財政を拘束する期間が⾧いので、

そこで定数を定めて、定数を超えないようにし

ているというのが、定数内職員というものの考

え方のようです。 

 一方、定数外職員というのは何かとなると、

例えば、会計年度任用職員や臨時職員と言われ

ている定数外職員の任期は、最⾧でも１年です。

１年ということは、予算単年度の範囲内です。

つまり、定数外職員というのは、任期が会計年

度内で、予算管理内の職員です。 

 つまり、こういったことです。地方公務員に

は定数内職員と定数外職員という２種類ある。

定数内職員は、任期が会計年度を超えて定数管

理を必要とする職員で、定数外職員は、任期が

会計年度で予算管理内の職員です。任期が会計

年度を超えて、定数管理を必要とする職員、つ

まり定数内職員が無期雇用の正規職員で、一方、

任期は会計年度内で予算管理だけで済む職員が

有期の非正規職員と分類する方が、余程分かり

やすい。 

ですから、会計年度任用職員は１年なんです。 

 

 会計年度任用という言葉は言い得て妙で、予

算単年度主義を超えない職員という意味なんで

す。これが会計年度任用職員ということの真相

というか、真実なんだろうと考えています。手

当が出るとか、出ないとかいう問題もあるんだ

けれども、そもそも任期を付しているかどうか

ということが、この問題の肝になってくるとい

うことなのです。 

 

 

 次の課題を申し上げます。ここからはお聞き

苦しいことも重なると思うのですが、ご寛恕を

いただきたいと思います。 

非正規化をするという職種は、実はある特徴

があります。図書館というのは、非正規化して

きた職、並びに職種の典型例です。何で図書館

職員が非正規化してきたのかの理由をこれから

述べます。 

 非正規化する職は選ばれたんです。選ばれて、

非正規化してきているんです。 

 

ここは配布資料と順番を変えています。 
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職種別の地方公務員の非正規化の状況を総務

省の資料に基づいて積算をしてみました。ここ

に出ている数字は非正規公務員の実数です。本

当は 120 万人ぐらいいるんです。そのうちの会

計年度任用職員というのは 98 万人ですから、

非正規公務員の主要を占めているのが会計年度

任用職員ということになります。 

 この数字と総務省の定員管理調査から引っ張

り出してきた正規公務員の人数を対比して見て

みると、例えば、一般事務職員のうち、非正規

公務員の非正規割合は、26.8％という数字が得

られました。４分の１は非正規公務員が占めて

いるというのが一般事務職員の状況です。 

 図書館はどうなのかというと、非正規公務員

実数が２万 4,746 人、正規公務員数が 7,873 人

で、総務省の調査で見る限り、非正規割合は

75.9％です。総務省の臨時非常勤職員の調査に

出ている職種という中では、図書館 75.9％、給

食調理 75.9％、保育士 55.5％です。この中には、

勤務時間の短い会計年度任用職員の人たちも入

っているんですが、実数で見てみると、今は４

分の３は非正規公務員、会計年度任用職員で占

められているというのが図書館の実態です。 

 そのほかの統計を見てみると、女性相談支援、

昔は婦人相談員と言っていましたが、９割は非

正規です。消費生活相談員は 97.5％が非正規で

す。放課後児童支援員は 66.6％、スクールカウ

ンセラーは 100％非正規です。つまり、対面的

な仕事のかなりの部分を非正規公務員、会計年

度任用職員が占めているというのが実態です。 

何でこういうことになっていったのかですが、

思いつくのは、正規の公務員数が、がたんと減

らされた。正規公務員数が最も多かったのが平

成６年、1994 年で、328 万人いました。そこか

ら 50 万人ほど減りまして、274 万~276 万とい

う、ここまで正規の公務員数は減っています。 

 職種によって増減があって、警察や消防とい

うのはむしろ増えている。減っているのは教員

や一般行政職なんです。一般行政職の中でもア

ンバランスが生じていて、総務的なところは

10％ぐらい減っている。主に現業職ががたっと

減ったというものです。 

 まずは、非正規公務員が増えてきた理由とし

て、正規公務員が減らされたけれども仕事は減

らないから、そこを代替をしてきたということ

が言えるかもしれない。でも、これだけかなと

いうことを考えてきました。人は減らされる。

だけど仕事は減らない。むしろ増えているので

はないか。生活保護の受給世帯は増えているわ

けだし、かつては保育士、保育園が足りなくて、

待機児童もたくさん生じてきた。職員は減って

いるのに、仕事は増えている。 

 そうなると、次のようなことを考えなければ

いけません。正規職員は定数が減っていて、だ
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けど、行政提供水準を保つためには、まずは一

人一人の職務範囲を拡大することが必要になり

ます。けれども、財政難である自治体は、一人

一人の職員に新しい仕事に就いたからといって、

研修費用をかけるわけにはいかないのでジョ

ブ・ローテーションを積極的に推進して、オン

ザジョブトレーニングで仕事を覚える。先輩の

背中を見て仕事を覚えろということになってき

ました。このような人事管理の変更は、1997 年

11 月の総務省の通知文の中にしっかり出てい

て、こう書かれています。 

 

「個々の職員の持つ能力を最大限発揮させ

ることを人事管理の目的の一つとして明確

に位置づけ」、「ジョブ・ローテーションを通

じて様々な職場をバランスよく経験するこ

とで、視野や知識・技術を幅広く深いものと

していく」 

 

 異動を前提とする公務員の人事管理というも

のは、昔からあるにはあったんですが、この

1997 年の通知を経て強化され、厳格に実施する

ということになってきました。その原因をつく

ったのは、仕事は減らないのに、正規の職員が

減るという、これだったんです。 

そうすると、こういう問題が生じてきます。

正規職員がジェネラリスト化してくる。ジョブ・

ローテーションで、ぐるぐる回される。一方で、

ジョブ・ローテーションにそぐわない⾧い業務

経験を要する専門職が非正規化を始めた。⾧く

勤務経験が必要なんだったら、そこはジョブ・

ローテーションにそぐわないから、正規職員を

置けない。そういった職種から非正規化が始ま

っていきました。 

 これを端的に指摘していたのが、濱口桂一郎

という、ジョブ型雇用で多くの本を書かれてい

る、ジョブ型雇用の提唱者の１人です。彼が『試

験と研修』という雑誌の中にこう書きました。 

 

「非正規公務員問題はじめ公務員制度をめ

ぐる諸問題の根源に、様々な公務需要に対

応すべき公務員モデルとして徹底的にメン

バーシップ型の何でもできるが何もできな

い総合職モデルしか用意されていないこと

がある」 

 

何もできないというのは、専門的には何もで

きないという意味です。 

 何でもできる、ジョブ・ローテーションで。

だけど、専門的なことを聞かれ、専門知識や経

験知を生かしてやらなければならないときに対

応できないという、そういった総合職モデルし

か用意されていないというのが、今の公務員人

事の実態じゃないですか、ということを濱口先

生は指摘されていました。 

もう一つ、問題を申し上げます。図書館が非

正規化してきた典型職種になった理由について

は、こういう考え方があります。 

図書館というのは決定処分に関わらない職種

です。 
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私は行政法を勉強してきた者ですが、行政法

の考え方からすると、様々な行政の仕事は、幾

つかに分類できる。 

 例えば、生活保護の業務の流れで見てみると、

受給に関する相談や申請を受け付ける、それか

ら受理をするというのは、これ自身が生活保護

上の、住民に対して権利義務を与えて何らか変

更しているわけではないので、こういった事務

のことを事実行為といいます。公共工事で道路

を掘り返すとか、その程度のものですねという

意味です。図書館は、残念ながらここに分類さ

れています。住民の権利義務に何らか変更を与

えているわけではない。 

生活保護の業務の流れでいうと、調査・判定

会議・決定・訪問・停止というのは、法律行為

というふうに言われています。特に、この法律

行為の中でも、生活保護の受給を決定するとか、

却下するとか、停止するとかというのは処分行

為に該当するので、行政処分や行政行為と言わ

れています。このように行政法では分類するん

です。 

 事実行為というのは、誰でもできるという考

え方に立っています。ですから、コンビニで住

民票を受け取れるんです。でも、住民票を発行

するのは自治体の側ですから、それは法律行為

なので、公務員である必要があります。 

 さらに、決定処分に関わるということでは、

正規公務員である必要があります。住民票を出

してくださいと住民から申請があった。これっ

て何かおかしいな、これ、出してもいいでしょ

うかということを判断する、出さないよと処分

するのは、正規公務員である必要がある。これ

が行政法的な考え方です。 

 相談や図書館のような仕事は事実行為に分類

されて、そこは行政法の対象ではなかった。あ

まり研究されてこなかったということが、原田

大樹先生の論文の中に出てきています。 

つまり、住民の権利義務に何らかの変更を与

えるというような仕事が正規職員がやる仕事で

あって、それ以外は正規職員じゃなくていいん

だという考え方が、自治体の行政執行者の中に

ずっとある考え方でした。 

正規職員の職というのは、権力行政に関わる

業務で、これ以外は非正規でいいという考え方

につながっていきます。 

例えば、会計年度任用職員制度が導入される

法改正があった 2017 年に総務省が出した事務

処理マニュアルの中には、こんなことが書かれ

ています。 

「相当の期間任用される職員を就けるべき業

務」への該当性というのは、業務の性質によっ

て、個々の具体的な事例に則して判断してくだ

さい。地方公務員の臨時・非常勤職員及び任期

付職員の任用等の在り方に関する研究会報告書

では、「典型的には、組織の管理・運営自体に関

する業務や、財産の差押え、許認可といった権

力的業務」は、正規職員がやりましょうねと。 

つまり、地方公共団体が固有の立場で実施す

る事務に従事する者が正規であって、それ以外

は非正規でいいんだということが、総務省が各

自治体に配付したこのマニュアルの中に明確に

書かれています。なぜ非正規化をするのかとい

うことの根本の考え方は、実はこの行政法的な

考え方なんです。 

正規職員が減りました。減った正規職員を権

力的な業務に集中させていって、他の仕事は定

数外職員、非正規でやってもらおうというよう

につながってきています。 
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定数外職員はどのぐらい増えてきたのでしょ

うか。最も定数内職員である正規が多かったの

が 1994 年で、そのときは 328 万人。定数外職

員は、政府の統計はないんですけども、自治労

の調査によると 23 万人ですから、そのとき 93

対７だったんです。会計年度任用職員制度が始

まった 2020 年では、正規が 276 万人、非正規

が 112 万人で、71 対 29 となりました。割合で

見ると、30 年ぐらいで４倍に膨らんでいた。 

 もう少し具体的に、公立図書館の場合につい

て見てみましょう。公立図書館の場合、事実行

為事務に分類されます。ということは、非正規

職種として選ばれた職種が図書館です。文部科

学省の資料「社会教育調査」で見てみると、1987

年時点では、専任と言われている正規の職員が

図書館業務の雇用形態別では主流だったんです。

８割が正規の図書館司書、図書館職員が占めて

いました。 

 一番古い統計がこれだったんですけども、そ

こからどんどんと非正規職員の割合が増えてい

きます。５割を超えたのが 2005 年から 2008 年

ぐらいにかけてなんです。図書館の場合も正規

の職員はどんどんと目減りをしていきました。

指定管理者制度の統計のデータが 2011 年から

の統計で、ここも増えてきています。 

 ご案内のとおり、指定管理者の図書館で勤務

している職員のかなりの部分は非正規労働者で

すから、単純に足し込んで見ると、公共図書館

で勤務している職員の 70％以上は非正規公務

員、ないしは非正規労働者ということにつなが

ってきます。 

非正規化は女性職種化を伴って進展をします。

下表のブルーのラインは、図書館に勤めている

職員のうちの女性割合の全体を示したものです。

1999 年のときには６割ぐらいが女性だったん

ですが、2018 年の資料で見てみると、図書館に

勤務している人たちの 8 割近くが女性です。 

 何でこうなったのかというと、非常勤の職員

に占める女性割合が多いからなんです。指定管

理者も女性割合が多くて、結果として、非正規

化と指定管理者化が、図書館業務の職種を女性

職種化してきた原因になります。 

 さらに細かく見ていきます。ある市立図書館

の職員構成の変化です。1993 年には、専任職員

が 37 人おりました。臨時職員は、非正規職員と

言い換えてもらっていいんですけども、週 3 日
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の人たちが 18 人います。ですから、割合でいう

と２対１という感じでした。 

 それが、2007 年になってくると、分館から正

規職員が引き揚げられて、正規の職員が激減し

ます。2008 年、2010 年と、どんどん減ってい

って、専任職員数が 20 人前後になる。一方、非

正規の職員は圧倒的に増えてきます。 

 これが、ある市立図書館であった正規、非正

規の割合に係ることです。つまり、図書館は、

正規職員が引き揚げられてきた典型的な職種と

言っていいかもしれません。そこに非正規職員

が代替して入ってきたということなんです。 

 もう一つ、ジョブ・ローテーションの観点で

申し上げておきたいのが、町田市立図書館の事

例です。ジョブ・ローテーションによって正規

職員が図書館を離れていくという事例が、町田

市立図書館で起こったのでした。元館⾧の手嶋

さんに取材をして、彼自身も結構発信をしてい

るので、そこから記したものです。 

 2001 年、町田市では人事異動基準というのが

できて、３年に一遍、仕事を変えるという人事

異動基準になりました。専門職の図書館なのに、

人事異動の対象になるのはやばいんじゃないか

と思った手嶋さんは、図書館の有資格者には、

これを適用しないという手段に出ます。図書館

の有資格者は、本人が異動希望しなければ図書

館の仕事が続けられるという方針を立てたんで

す。 

 2001 年度中の正規職員の状況を振り返って

みると、正規職員は 93 名いたんですが、このう

ちの半分に少し満たないぐらいの人たちが司書

資格を持っていました。司書資格を持っていれ

ば異動の対象にならないという方法をとりまし

たので、主査や係⾧級の有資格者は 22 名中 10

名だったので、２名分を予算措置して、司書講

習に派遣したんです。 

 ところが、有資格者が異動希望を出して異動

してしまうケースが後を絶たないんです。つま

り、正規職員は有資格者であっても異動を希望

する。研修にお金をかけても出ていってしまう。

一方、図書館運営に関するノウハウは、異動し

ない嘱託職員、非正規の職員に蓄積するという

認識が、手嶋さんの中に広がります。 

 そこで、翌年、2002 年 12 月に次のような手

段にうってでます。町田市非常勤嘱託職員設置

要綱に基づく全体のルールは、更新は４回まで

を上限とするというのが町田市の全体の方針だ

ったんですけど、図書館に関しては、嘱託員の

職務の性質により、教育委員会が特に必要と認

めたときは、市全体に規定する更新回数を超え

て任用することができるというルールをつくり

ました。 

 結果として、雇止めというか、任期の更新を

区切ってしまうというようなことは、町田市の

図書館では無かったんです。これは、特筆すべ

きことだと思っています。ところが、会計年度

任用職員制度が入ってきた中で、会計年度任用

職員の任期は１年、それから３年とか５年で公

募制度にかけるんだということになった結果、

先の図書館のルールは破棄されました。今、町

田市図書館も公募制度をやるようになっていま

す。 

ここまで、図書館が選ばれて非正規化してき

た職種であるということを申し述べました。 
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 次に、どのぐらい非正規化をしてきているの

かということを、図書館に限らないでお話を申

し上げます。 

まず、総務省調査の数字です。任期が６月以

上あって、それで、週の勤務時間がほぼ 20 時間

以上の人たちで見てみると、74 万人、うち会計

年度任用職員が 66 万人。任期が６月に満たな

い又は勤務時間が短い人たちが 45 万人いまし

て、足し込むと、2024 年４月１日現在で約 120

万人という人数が出ています。 

これを、都道府県政令市区町村という自治体

階層別で、非正規割合を求めてみると、都道府

県が 17.3％、政令市で 29％、市区（一般の市と

東京 23 区）で見ると 43.9％が非正規職員なん

です。町村は 46.8％という数字が得られました。 

 つまり、基礎自治体である市区町村で見てみ

ると、非正規職員はその自治体職員のもはや半

分近くを占めるという状態になっています。 

 賃金水準ですけども、2020 年と 2023 年で比

べてみると、確かに格差は縮小しています。

2020 年段階で３割を切っていた格差指数は、

2023 年から勤勉手当が支払われることによっ

て３分の１までに縮小しました。期末手当とか、

勤勉手当が支払われるという効果はそれなりに

あるんだなと思っています。確かに、処遇の面

では改善をしているということはあるにはある。 

ですが、問題は冒頭で申し上げたとおり、非

正規職員、非正規公務員問題の肝は任期なんで

す。 
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 会場が東京都の管轄の図書館にもかかわらず、

東京都のことを取り上げて大変恐縮なんですが、

スクールカウンセラーに関して、2023 年度の末

に東京都の 1,700 人のスクールカウンセラーの

うち、1,096 人が５年目の公募に応じることに

なってまいりました。この 1,096 人の４分の１

に当たる 250 人が不合格となって、いわゆる雇

止めになりました。 

 東京都側の理屈は、都議会の本会議で浜佳葉

子教育⾧が答弁したところによると、５回目と

いうのは、雇用機会の公平性の確保、つまりス

クールカウンセラーになりたい人というのはほ

かにもいるんだと。だから、任期付の職員を５

年を超えて雇い続けるというようなことは避け

て、公募にして、公平性、公正性を保つべきだ

という説明をされていました。 

 私は、ちょっと疑問に思って、東京都の教育

庁指導部の福田主任指導主事に問合せをしまし

た。『日経グローカル』という雑誌に連載を持っ

ていまして、そこで紹介した事例です。福田主

任指導主事はこのようにお話しされました。あ

くまでも都の制度の中で実施しているというこ

とで、教育庁としては、これについて変更する

ということもできないという、そういった説明

だったんです。 

 ところが、この時点で、私の問い合わせに前

後して、国は公募制を廃止したんです。大きな

ルール変更をしたんです。でも、東京都は今の

制度を維持するというお話の一点張りでした。

トレンドとしては、国と、都道府県や政令市以

外の自治体では、公募制の廃止に流れていって

います。 

 何で国は公募制をやめたのでしょうか。「公募

によらない採用は、同一の者について連続２回

を限度とするよう努めるものとすること」とい

う文言は人事院の通知から削除されました。そ

の理由は、「公募への応募者よりも、むしろ職場

内の職務経験を有する者を任用することが適当」

だと。私も直に人事院に取材しに行ったんです

けども、人事院の担当官の説明は、ある省から

公募制を廃止してくれということを言われたと。

実は、何も知らない新しい人が入ってきて、余

計に仕事が混乱するということだったようです。

だから、廃止したということになります。 

 自治体の動向はどうなっているのかというと、

国が廃止したということもあるんですけども、

公募の実施に関する基準がない、つまり公募制

を入れていない自治体の数と割合は、2021 年、

令和３年度で 430 自治体だったものが、2023 年

には 541 まで増えている。国が廃止したという

ことがあるので、仄聞するに、東京の多摩地域

を中心にして、公募制を廃止するというところ

が相当出てきているようです。 

 さらに、今、こんな問題も生じています。石

破政権になってから、地方創生という問題がも

う一回復活してきました。地方創生を実現する

ために何が行われているのかというと、目指す

社会は、若者、女性に選ばれる地方をつくるこ

と。この若者、女性に選ばれる地方にするため

に何が必要なのかというときに首をもたげてき
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たのが、会計年度任用職員制度でした。 

 2025 年のお正月に時事通信が報道したとこ

ろによると、具体策としては、会計年度任用職

員の在り方の見直しを、首相はじかに言ったそ

うです。首相が立ち上げた有識者会議でも、「正

規化をはじめ、雇用の安定こそが必要だ」と。

それから、首相が音頭をとった女性活躍の推進

に関する政府のプロジェクトチームでも、若い

女性の転出が進む地方では、賃金格差が大きい

と。 

 こうしたことから、会計年度任用職員制度を

もう一度改正して、地方で働けるように制度改

正をしていこうということが方針として出され

ました。 

 さらに、総務省のマニュアルがこれを踏まえ

て大きく変更されました。 

 まず、会計年度任用職員の給料報酬の水準に

上限を設ける必要がありますかという問いを立

てて、そういう必要はないとしました。もとも

と上限をつくれと言ったのは総務省自身なんで

すけども。 

 それから、会計年度任用職員のうち、例えば、

保育士や看護師などの専門職種の給与について、

１級採用ではなく、２級相当ということに決定

することは可能かという問いを立てて、可能で

すとしている。１級しか駄目と言ったのも総務

省なんですけど。 

 というふうに、大きく変わってきました。つ

まり、もはや曲がり角になっているということ

なんです。 

 最後に、これだけ申し上げて終わります。で

は、どうしていくのかということです。肝は任

期の問題です。すぐに正規化するということは

なかなか難しいとしても、それに近づけていく

ということは必要です。 

 それから、問題の本質はジェネラリスト化、

つまりジョブ・ローテーション化だったわけで

すから、一定の職種についてはジョブ型の雇用

をつくるべきです。専門職の非正規公務員をジ

ョブ型の正規公務員として採用していって、定

員管理をやめて、人財管理にしていって、柔軟

に人的資源を整える。 

 さらに、雇止め問題に関しては、当面、条例

による措置で、任命権者の人事権を制限すると

いうことをしていけば、一定程度前進するので

はないかと考えています。 

図書館行政を持続可能のものにしていくため

には、非正規公務員の雇用をどれほど安定した

ものにしていって、その自治体で、その仕事を

し続けることが可能なものにしていくのかとい

うことが、これから重視されるべきなんだろう

と考えております。 
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≪質疑応答≫ 

〇参加者 A 氏 

 今日はどうもありがとうございました。最初

に、資料の「職種別非正規割合・実数ベース」

ですけど、図書館員の場合、75.9％。日本図書

館協会が出しています『日本の図書館』の統計

では、非正規職員の数は、年間実労働時間の合

計 1,500 時間を一人として換算しています。ほ

かの職種もこういうルールがあって実数とされ

ているんでしょうか、ということが１点目の質

問です。 

 もう一つは感想なんですけど、日本ではここ

30 年にわたって、実質賃金が上がっていません

が、こんなことは世界中どこにもない、歴史的

にもないことだろうと、今言われています。そ

してその理由として、１時間当たりの生産性が

日本は上がっていないからだと。私もそうなの

かなと思ったんですが、河野龍太郎さんの『日

本経済の死角』という本では、そうではなく日

本はちゃんと生産性は上がっているんだと、ア

メリカには及ばないけれどもヨーロッパ、ドイ

ツ、フランスなんかより日本のほうが生産性は

上がっている、それにもかかわらずずっと実質

賃金が変わらない、最近はインフレで落ちてい

るということを書かれています。それこそ先ほ

ど先生がおっしゃった不都合な真実のように、

賃金が上がらないのは仕方がないんだ、自立し

て暮らせない給料しか非正規の人に出していな

いのは目をつぶらざるを得ないことなのかと思

わされていたけれど、データを載せてそんなふ

うに主張されているんです。 

 こういうことがあるのなら、将来にわたって

は、非正規という立場ではあるにしても食って

いける給料を得られる可能性があるんじゃない

かなと思ったので、ぜひ先生の感想を聞いてみ

たいなと思いました。 

 以上の２点です。 

 

〇上林氏 

 ２つご質問をいただきました。 

まず、最初の質問ですけども、他の統計調査

では、どのようにして正規、非正規を分けてい

るんですかというようなご質問だと思うんです。 

 例えば、消費生活相談員のところで見てみる

と、定数内職員、定数外職員という概念を使っ

ています。つまり任期があるものを非正規とし

て、任期のないものを正規とするという統計調

査をしています。女性相談支援員の統計も同じ

概念を使っています。たしかに、時間というも

のもありますけども、総務省の調査も同様に、

任期のあるものとないものということで区分を

しています。 

 ですから、正規、非正規の区分要素というの

は、定数内か、定数外かということを申し上げ

ましたけれども、それはひとえに有期か無期か

という、この１点にかかっているんだろうなと

思います。 

 そうすると、日本図書館協会では 1,500 時間

で分類しているというのは、昔からやっている

ので統計の統一性ということを考えてみると、

今後もそれでやっていくしかないのだろうなと。

様々な統計調査を並べていって、総体的に見て

いくということが必要かなと思って、お話を聞

いておりました。 

 ２つ目の、実は日本の生産性は上がっている

のにもかかわらず、賃金が上がらなかったとい

うのは、どういうことなのかということなんで

すけれども。私は授業で学生の皆さんにお話を

しているのは、日本はジョブ型雇用ではなくて、

メンバーシップ型雇用で、メンバーシップ型雇

用というのは、賃金よりも雇用の維持というこ

とを先に立てる。何で異動するのかということ

を考えてみると、まず雇用は企業内で完結して

いて、部門によっては稼ぎができない部門が生

じる。でも、これから稼いでいけるという部門

も生じて、１つの会社の中でそれが生じてくる
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わけです。雇用を維持しなければならないとい

うときには、安易にクビにできませんから、社

内の中で抱え込んで別の部署に移すという方法

もあるし、よく言われている、追い出し部屋と

いうところに行くとか、そういったことも生じ

てくる。 

 まず、日本の雇用システムでは、雇用の維持

というのが先に立っている。雇用の維持をしつ

つ、だけど、賃金は上げていったら、総人件費

がもっと上がってしまうので、賃金は抑制して、

雇用の維持のほうに重きを置いてきたというの

が日本型雇用。1990 年から、この 30 年間かけ

てつくり上げてきてしまった社会ではないかと、

学生には申し上げています。それだと、本当は

生産性は上がらないんじゃないのと。 

 つまり、不要な部門、社会的にはもう不要と

なってしまった部門も抱えちゃうわけですから。

欧米―アメリカはちょっと違います。例えば、

失業率ってスウェーデンはものすごく高いんで

す。日本よりもはるかに高い。一方で社会的な

異動が必要な部門を政府が力を入れて職業訓練

をして、そこに就職できるような形を北欧なん

かはとっている。 

 雇用を会社の中で維持させるのか、それとも、

社会全体の中で雇用を維持するという方向に行

くのかという、この二通りの方法があると思う

んですけれども、日本は後者をなかなか実現で

きなかったと考えております。 

 答えになっているかどうか分かりません。以

上です。 

 

〇参加者 A 氏 

 最初の質問は、なぜそんなことを聞いたかと

いいますと、定数内職員は人数で、それから非

正規は予算で管理している。実際に、私の勤務

していた市役所で人事課に図書館に非正規は何

人ですかって聞いても、答えられるわけがなか

ったんです。幾らしか予算を出していないから、

その割り振りは図書館のほうで土日だけ出ても

らうとか、夜間だけ出てもらうとか、問題なく

サービスできるように決めているはずだから、

そっちで聞いてくれと言います。 

 だから、人数が出てきたのはどうしてなんだ

ろうという疑問です。 

 

〇上林氏 

 おっしゃるとおり、もともと人数は数えてい

なかったんです。私が記憶する限り、総務省が

臨時非常勤職員の人数調査をしたのは 2005 年

が最初です。何で 2005 年なのかなんですけど

も、2005 年くらいから団塊世代が退職するので、

採用抑制しろというのが総務省、国から出てき

て、8.7％減らした。でも、総務省の側には、職

員を減らしたら、多分それは非正規になるだろ

うなという予感があって、それで 2005 年に初

めて調査したという、どうもそんなつながりだ

ったようです。自治体って、それまで非正規の

人数を数えたことがなかったんです。何度も何

度も繰り返す中で、人数をちゃんと把握するよ

うになってきたというのが、この数字に表れて

いるんだと思います。 

 

〇参加者 B 氏 

 今日はありがとうございました。理論上の話

なんですけれども、お話を伺っていても、非正

規率がどんどん上がっているのは問題ではない

かなと思います。 

 反対に、同一労働同一賃金、同じ仕事をして

いたら、処遇の面では全く同じ報酬が得られる、

全く同じ条件だとしたら、上林先生は、正規は

本当に少なくなってしまって、こういうジョブ

型の仕事の場合はほとんどが非正規でも問題な

いというか、そういうふうにお考えになります

か。 

 労働者の側からしたら全然変わらない。有期

か、有期でないかというのは、自分が続けたい
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か、続けたくないかだけで変えられるというこ

との違いだけだとしたら、その区別というのは

どうだと考えられますか。 

 

〇上林氏 

 日本型雇用というのはメンバーシップ型雇用

となっています。よく学生にも言うんですが、

君たち就活をやっているけど就活の略って何と

聞くと、就職活動と言うんです。私、「うそ」と

言うんです。君たちがやっているのは、就職活

動じゃなくて、就社活動でしょう。会社を選ん

でいて、別に職種を選んでいるわけじゃないで

しょう。これが日本型雇用なんです。ジョブ型

雇用が中心である欧米世界では、会社ではなく

て、本当に職を選んできます。 

就社か、就職かというのが、メンバーシップ

型なのかジョブ型なのかの違いなんです。ジョ

ブ型の社会では、まず仕事に価値があって、そ

の仕事に就いている人はその賃金をもらうとい

う、そういった世界なので、時間単価で見ると

皆さん一緒なんです。 

 つまり、ジョブ型社会では基本的には正規、

非正規というのがないんです。私が先ほど申し

上げたのは、全部がそうだとは申し上げません

が、ジョブ型にしていくことによって、専門職

型の例えば図書館のようなところでは、正規、

非正規の格差がなくなる。もっと言ってしまう

と、ジョブ型にすることによって、非正規とい

う概念がなくなる。 

 先ほどご質問者がおっしゃっていた、みんな

非正規になるんですかということに関しては、

それはノーです。ではなくて、ジョブ型にする

ことによって非正規という概念がなくなる。有

期雇用であろうと、無期雇用であろうと、その

仕事をしていれば同じ賃金になるので。 

 そうすると、今何で正規と非正規でこれだけ

の格差が生じているのかなんですけども、それ

は身分によって区分しているからなんです。正

規であるという身分と、非正規である身分だか

ら、これだけの格差が生じている。これを、同

一労働同一賃金の考え方からすると、説明のつ

かない不合理な格差と言います。そこを解消す

るためには、一定の職種、図書館のような専門

職種をジョブ型にしていくということのほうが

必要ではないかと。 

そうすると、定数管理というのは不要になっ

てくるので、任期という問題も多分なくなって

くる。そういった描き方を私はしています。 

 

本日は、ありがとうございました。（拍手） 

 


